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令和４年第２回（６月）岬町議会定例会第３日会議録 

 

○令和４年６月２８日（火）午前１１時０５分開議 

 

○場  所 岬町役場議場 

 

○出席議員 次のとおり９名であります。 

  １番 谷 地 泰 平   ２番 欠     員   ３番 奥 野   学 

  ４番 中 原   晶   ５番 坂 原 正 勝   ６番 反 保 多喜男 

  ７番 辻 下 正 純   ８番 欠     員   ９番 竹 原 伸 晃 

 １０番 欠     席  １１番 道 工 晴 久  １２番 出 口   実 

 

  欠席議員  １ 名、欠  員  ２ 名、傍  聴  ２ 名 

 

○地方自治法第１２１条の規定により本会に出席を求めた者は次のとおりであります。 

町 長 田 代   堯 
まちづくり戦略室理事 

兼人事担当課長 
廣 田 尚 司 

副 町 長 中 口 守 可 

まちづくり戦略室 

危 機 管 理 監 

兼危機管理担当課長 

寺 田 晃 久 

副 町 長 松 岡 裕 二 
総 務 部 理 事 

兼財政改革部理事 
桒 山 信 幸 

教 育 長 古 橋 重 和 
総 務 部 

企画地方創生監 
寺 田 武 司 

まちづくり戦略室長 

兼町長公室長  
川 端 慎 也 

しあわせ創造部 

総括理事兼住民課長 
今 坂 嘉 文 

総 務 部 長 

会 計 管 理 者 
西   啓 介 

しあわせ創造部理事 

兼生活環境課長 
辻 里 光 則 

財政改革部長 相 馬 進 祐 しあわせ創造部理事 松 本 啓 子 

しあわせ創造部長 松 井 清 幸 しあわせ創造部理事 松 下   亨 

都市整備部長  奥   和 平 都市整備部理事 吉 田 一 誠 

教 育 次 長 

兼 指 導 課 長 
澤   憲 一 

教育委員会事務局理事 

兼生涯学習課長 

兼青少年センター所長 

小 川 正 純 
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○本会の書記は次のとおりであります。 

議会事務局長 増 田  明 議会事務局係長 池 田 雄 哉 

 

○会  期 

   令和４年６月７日から６月２８日（２２日） 

 

○会議録署名議員 

  １番 谷 地 泰 平   ３番 奥 野   学   

 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

議事日程 

  日程第 １  常任委員長報告 

  日程第 ２ 議案第３８号 令和４年度岬町一般会計補正予算（第４次）について 
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（午前１１時０５分 開会） 

○出口 実議長 皆さん、こんにちは。 

  ただいまから令和４年第２回岬町議会定例会３日目を開会いたします。 

  ただいまの時刻は午前１１時５分です。 

  本日の出席議員は９名です。欠席議員１名の和田議員については、欠席届が提出されておりま

す。欠員は２名です。 

  出席者数が定足数に達しておりますので、本定例会は成立いたしました。 

  本定例会には町長以下の関係職員の出席を求めております。 

  これより本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○出口 実議長 日程第１、常任委員長報告を議題といたします。 

  ６月８日の本会議において事業委員会に付託しました議案について、同委員会にて、慎重に内

容の審査をしていただいた結果を事業委員長から報告を求めます。 

  事業委員長、谷地泰平君。 

○谷地泰平事業委員長 皆さん、おはようございます。 

  議長の許可を得ましたので、事業委員会委員長報告を行います。 

  ６月８日の本会議において、本委員会に付託されました１件の案件について、６月１０日に委

員会を開催し、慎重に内容の審査を行いましたので、その経過並びに結果について、会議規則第

４１条第１項の規定により報告します。 

  なお、質疑応答などの詳細な内容については、配付しております委員会記録のとおりでありま

すので、よろしくお願いします。 

  議案第３５号、令和４年度岬町一般会計補正予算（第３次）について、本委員会に付託された

案件は、委員会記録のとおり、質疑応答があり、賛成・反対討論があり、挙手多数で可決されま

した。 

  以上が審査経過並びに結果であり、当委員会に付託された１議案について、私の委員長報告を

終わります。 

○出口 実議長 事業委員長の報告が終わりました。 

  ただいまの事業委員長の報告に対し質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○出口 実議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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  以上で、事業委員長の報告が終わりました。 

  ただいまから議案第３５号、令和４年度岬町一般会計補正予算（第３次）について、討論を行

います。討論ございませんか。 

  中原 晶君。 

○中原 晶議員 議案第３５号「令和４年度岬町一般会計補正予算（第３次）」について、賛成し

かねる立場から討論に参加したいと思います。 

  事業委員会において、様々質疑をし、ご答弁も頂いたところであります。 

  近畿自然歩道の清掃委託料については、質疑を通じてよく理解もでき、岬町に訪れてくださる

方が一層増えることを願うものであります。 

  このたび賛成を控える理由については、事業委員会でも申し上げたところでありますが、新た

なみさき公園整備費において、都市計画区域の用途変更を進めることや事業者との契約に先立っ

て学識経験者に個別に意見を聞くことが説明の中で分かりましたが、一般質問においてもお聞き

してきたとおり、私自身は新たなみさき公園について、住民への説明や住民の意見を聞くことも

十分とは言えない段階にあると考えております。 

  事業者からの提案と町のイメージ図との乖離をどう埋めるのか、また、選定委員会の講評にお

ける解決すべき課題をどう解決していくのかも現時点では明らかになっていない中で、具体的に

どんな公園を作っていこうとしているのか、明瞭でない中で、この予算が盛り込まれた案件につ

いては賛成できないと考えるものであります。 

○出口 実議長 賛成討論の方。 

  竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 議案第３５号、令和４年度岬町一般会計補正予算（第３次）について、賛成の立

場で討論をさせていただきます。 

  ６月１０日の事業委員会においても討論をさせていただきましたが、事業委員会にてしっかり

と審議させていただいた内容を改めて委員会記録等で確認をさせていただいたところ、懸念され

ているところが住民の意見を反映できるのかというところが主でございました。 

  私がそのときの討論でも申し上げましたが、何よりも優先すべきは、今後、新たなみさき公園

が長年にわたっていいものを作っていただく、それを優先していただきたい。やはり次の事業者

が要望する内容というのをしっかりと町と協議をしながら進めていくといったことが見受けられ

た、これは賛成以外にはございません。 

  心配するところの運営に当たって、今まで、みさき公園を南海電鉄が運営していた頃、運営に
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当たって、何か町民が物を言えたのかというと、実際、なかったと認識している中、今後も町民

の入った協議会というものをつくって、今後の運営にも意見を言える場というものも想定してい

るといったこともかなり評価できると思います。 

  以上の点から、この補正予算について賛成とさせていただきます。 

○出口 実議長 ほかに賛成、反対の討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○出口 実議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これより議案第３５号を起立により採決します。 

  本件について、事業委員長の報告は原案可決であります。 

  事業委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

○出口 実議長 起立多数であります。 

  よって、議案第３５号は原案のとおり可決されました。 

  以上で、事業委員会に付託されました案件は議決されました。 

  事業委員長さん、委員の皆さん、ご苦労さまでございました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○出口 実議長 日程第２、議案第３８号「令和４年度岬町一般会計補正予算（第４次）について」

を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

  財政改革部長、相馬進祐君。 

○相馬財政改革部長 日程第２、議案第３８号、「令和４年度岬町一般会計補正予算（第４次）に

ついて」をご説明いたします。 

  今般の補正予算は、国が４月２６日に発表しました「コロナ禍における「原油価格・物価高騰

等総合緊急対策」」のうち、地方自治体が地域の実情に応じて実施することができる新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した町の独自支援策に必要な経費を、町内の青少

年から整備を求める署名が提出されたスケートボード広場の検討及び設計に必要な経費を、消防

団員の退職に伴う報償金を、避難所として指定されている町民体育館について、空調設備の整備

に係る補助金の交付が決定されたことに伴い、設備に必要な経費を、多奈川地区多目的公園法面

について、災害査定の受検に向けた設計に必要な経費をそれぞれ計上いたしております。 

  そのうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した町の独自支援策につ
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きましては、国からの追加交付の決定を受けて必要な予算を計上いたしております。 

  この交付金は、長引くコロナ禍における原油価格や電気、ガス料金を含む物価高騰の影響を踏

まえ、現行の地方創生臨時交付金に新たに「原油価格・物価高騰対応分」という枠組みを設けた

上で支援することを目的としており、今回、計上いたしております高齢者を対象とした紙おむつ

等購入費の助成、妊婦を対象とした給付金の支給、事業者への支援金の支給、町民全員を対象と

した商品券の交付の各支援策については、いずれも国の緊急対策の趣旨に沿って、事業者や住民

の皆様の生活・暮らしを支援するものと考えております。 

  なお、これらはいずれも一般会計補正予算（第３次）編成以降に補正予算の編成が必要となっ

たことから、追加議案として提案させていただいたものでございます。 

  何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。 

  議案書のほか、予算書とともに配付させていただいております「補足説明資料」と併せてご参

照願います。 

  それでは、予算書の１ページをご参照願います。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９，６５５万５，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７５億９，１７３万３，０００円とするものでございます。 

  ２ページの「第１表 歳入歳出予算補正」をご覧ください。 

  まず、歳入予算の概要につきましてご説明いたします。 

  なお、詳細につきましては８ページから１１ページに記載しておりますので、併せてご参照願

います。 

  国庫支出金といたしまして、新型コロナ感染症対応地方創生臨時交付金の合計１億９５０万９，

０００円を計上いたしております。 

  内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う町の独自支援策として実施す

る妊婦臨時特別給付金事業への充当分３０２万３，０００円を、暮らし応援商品券交付事業への

充当分８，５２８万６，０００円を、事業者支援事業への充当分２，１２０万円をそれぞれ計上

いたしております。 

  府支出金といたしましては、多奈川地区多目的公園法面の災害査定の受検に向けた設計業務に

充当するための災害復旧費負担金１，３２６万６，０００円を計上いたしております。 

  繰入金といたしまして、２，３０３万４，０００円を計上いたしております。 

  内容といたしましては、本補正予算編成に必要な財源といたしまして、財政調整基金繰入金１，

６４０万１，０００円を、多奈川地区多目的公園災害復旧費に充当するための多奈川地区多目的
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公園管理基金繰入金６６３万３，０００円をそれぞれ計上いたしております。 

  諸収入といたしましては、２，０８４万６，０００円を計上いたしております。 

  内容といたしましては、町民体育館空調整備事業費に充当するため、一般財団法人エルピーガ

ス振興センターの石油ガス災害バルク等導入事業費補助金の交付決定に伴い２，００７万４，０

００円を、消防団員２名の退職に伴い、消防団員公務災害補償等共済基金から交付される消防団

員退職報償金７７万２，０００円をそれぞれ計上いたしております。 

  町債につきましては、町民体育館空調整備事業費に充当するための町民体育館整備事業債２，

９９０万円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明させていただきます。 

  ３ページをご参照願います。 

  なお、詳細につきましては、１２ページ以降に記載しておりますので、併せてご参照願います。 

  民生費といたしまして、新型コロナウイルス対策事業費（高齢者紙おむつ等購入助成）として

４３２万９，０００円を計上いたしております。 

  内容といたしましては、コロナ禍における物価高騰等に対応するため、岬町在住で要介護３か

ら５の認定者に対して、紙おむつ等の衛生用品の購入費について１人当たり１万円を補助するも

ので、高齢者紙おむつ等購入費補助金４００万円のほか、公金取扱手数料などの事務費３２万９，

０００円を計上いたしております。 

  衛生費といたしましては、新型コロナウイルス対策事業費（妊婦への臨時特別給付金）として

３０２万３，０００円を計上いたしております。 

  内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により経済的、精神的な不安を抱え

ながら生活している妊婦への支援として、令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金の対象とな

らなかった妊婦に対して１人当たり１０万円の給付金を支給するもので、妊婦臨時特別給付金３

００万円のほか、消耗品などの事務費２万３，０００円を計上いたしております。 

  商工費につきましては、新型コロナウイルス対策（事業者支援）２，１２０万円と暮らし応援

商品券交付事業費９，２２３万１，０００円の合計１億１，３４３万１，０００円を計上いたし

ております。 

  内容といたしましては、事業者支援につきましては、国の事業復活支援金の対象とならない町

内の事業者で、令和３年１１月から令和４年３月までのいずれかの月の売上高が平成３０年１１

月から令和３年３月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して１％以上３０％未満減少した事

業者を対象に、１事業者当たり２０万円を一律支給するもので、事業者支援金２，０００万円の
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ほか、事業者支援金事務委託料１２０万円を計上いたしております。 

  また、暮らし応援商品券交付事業費につきましては、コロナ禍における物価高騰等に伴う家計

への負担や地域経済への影響を鑑み、町民全員に町内の店舗限定で使用できる商品券として、１

人につき５，０００円分を配付するもので、暮らし応援商品券交付事業費補助金８，０００万円

のほか、通信運搬費などの事務費１，２２３万１，０００円を計上いたしております。 

  土木費といたしまして、スケートボードパーク整備事業費として５００万円を計上いたしてお

ります。 

  内容といたしましては、町内の青少年からスケートボード練習場の整備を求める要望があった

ことから、整備場所の検討を行いながらスケートボードを楽しめる施設を設けるために必要な設

計業務委託料を計上するものでございます。 

  消防費といたしまして、消防団員２名に係る退職報償金８８万５，０００円を計上いたしてお

ります。 

  教育費といたしましては、町民体育館空調整備事業費として４，９９８万８，０００円を計上

いたしております。内容といたしましては、社会教育活動などの地域活動の拠点機能に加え、災

害時の避難所機能を有している町民体育館について、石油ガス災害バルク等導入事業費補助金を

活用し、発電機能を有したＬＰガス式の空調機を整備するもので、町民体育館空調設置工事４，

８４８万８，０００円を、工事監理業務委託料１５０万円をそれぞれ計上いたしております。 

  災害復旧費といたしまして、多奈川地区多目的公園災害復旧費として１，９８９万９，０００

円を計上いたしております。 

  内容といたしましては、法面の地滑りに伴う災害復旧について、国との協議を踏まえ、大阪府

と災害査定申請に向けた手続を進める方針を確認したことから、必要となる詳細設計を進めるた

めの委託料を計上するものでございます。 

  次に、４ページをご参照願います。 

  「第２表 地方債補正」をご覧ください。 

  町民体育館空調整備事業の実施に伴い、町民体育館整備事業の起債限度額２，９９０万円を新

たに追加するものでございます。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましてはご覧のとおりとなっております。 

  以上が補正予算の概要でございます。よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○出口 実議長 これをもって、提案理由の説明を終わります。 
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  これより、本件に対する質疑を行います。質疑ございませんか。 

  奥野 学君。 

○奥野 学議員 １点、確認させていただきます。 

  補足説明資料を頂いておりますが、その中の６ページ、スケートボードパーク整備事業費につ

いてお尋ねをいたします。 

  今回、新たな事業として出していただいているわけですけれども、どれぐらいの面積が最低必

要なのか、面積をお教えいただきたいのと、この内容の中に、整備場所の検討を行いながらとい

う説明になっておりますけれども、候補地がいくつかあるのかなという気がしますが、ここで候

補地をお教えいただけるのであれば、何点か、お教えいただけたらありがたいです。 

○出口 実議長 総務部長、西 啓介君。 

○西総務部長 お答えさせていただきます。 

  今回、スケートボードの整備に係る予算でございますけども、先ほどの説明のとおり、町内の

青少年から整備を求める署名が町長に提出されたことから検討を進めるものでございます。 

  この施設の面積というご質問でございますけども、その施設の対象をどのようなレベルにする

かとか、それらによって面積も大きく変わってまいります。一般的には、最低で６００平方メー

トル、２，４００平方メートル以上が理想的であるというふうにされてございます。 

  ２点目の整備場所についてでございますけども、要望の中では、みさき公園に整備してほしい

と要望されているところでございますが、みさき公園につきましては、ＰＦＩの事業者と土地利

用を協議している状況もございますので、事業者の意向も考慮する必要がございます。 

  また、スケートボード広場に当たっては、先ほどの整備できるだけの広さだけの問題ではなく、

騒音や青少年の利用が中心となることから、アクセス、さらにはけがへの対応などの管理体制の

問題もございますので、町内のどこに整備するかを現在、この委託の中で検討してまいりたいと

考えてございます。 

○出口 実議長 ほかに質問ございませんか。 

  坂原正勝君。 

○坂原正勝議員 様々、町独自としての施策もございました。間近なところに、補足説明資料の８

ページについてお聞きしたいと思います。 

  それぞれ町独自として手厚い対応の施策と思いますが、それぞれ１番から４番まで、対象者へ

の周知と運用の仕方について詳細を説明願います。 

○出口 実議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 
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○松井しあわせ創造部長 ご質問にお答えをさせていただきます。 

  私のほうからは、③と④の事業について、しあわせ創造部の所管となりますので、説明をさせ

ていただきます。 

  今回の町独自の施策についての周知につきましては、本議会において議決いただければ、概要

につきましてはホームページ、またＬＩＮＥの公式アカウントからの周知を図ってまいりたいと

思っています。個別の施策につきましても、妊婦を対象とする給付金及び高齢者を対象とする紙

おむつの購入の助成につきましては、ホームページ等の周知を図るとともに、対象となる方への

個別での通知もさせていただこうと思っております。 

  まず、妊婦を対象とする給付金につきましては、４月１日時点で妊娠の届出をされている方に

ついても個別で把握をしておりますので、通知をさせていただき、また４月以降、届出をされた

方についても、対象となる方について個別で周知をさせていただきたいと思っております。 

  あと、高齢者に対する支援につきましては、今回、該当する要件として、要介護３から５とい

うことで、こちらにつきましても、所管部署で把握をしておりますので、きめ細やかな対応とい

うことで、個別での案内と、また介護サービス事業所にも協力を得られるのであれば協力をお願

いして、申請、周知についても協力を求めていきたいと思っております。 

○出口 実議長 企画地方創生監、寺田武司君。 

○寺田企画地方創生監 坂原議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  町民全員を対象に商品券の交付という事業につきましてご説明させていただきます。 

  まず、周知につきましては、岬だより、またホームページ等による周知を図りたいと考えてご

ざいます。 

  今回、実施の内容につきましては、本議会で予算が通りましたら、商品券のデザインがまず最

初に取りかかる作業となってございます。また、それと並行しまして、封入封緘作業のスケジュ

ール調整を事業者と実施することとなります。事前に確認しておりますが、商品券の印刷、封入

封緘など、約２か月程度、時間が要るというところがございまして、それに伴いまして、スピー

ド感を持って迅速に対応することとなりますが、令和４年９月１日基準日において、住民基本台

帳に記載されているものを対象にしたいと考えてございます。その間、参加する町内の店舗登録、

また発送時に使用できる店舗などを同封できるよう努めたいと考えてございます。 

  また、前回の令和２年度実施の暮らし応援商品券は、世帯主を対象に送付しておりましたが、

ＤＶ被害者などに届かないとのご意見もお聞きしておりますので、今回は個人に送付する方法で

進めさせていただきたいと考えてございます。 
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  それに伴い、送付期間は９月中旬ぐらいになると考えてございます。 

  利用期間につきましては、１０月１日から１２月３１日の３か月を想定してございます。 

  それと、商品券の使用につきましては、５００円券を１０枚として１冊とさせていただき、５，

０００円分を交付する予定としてございます。また、５００円より安い物を買ってもお釣りが出

ないということで、現在、考えてございます。 

  それと、あと事業者の換金につきましては、できるだけ早くできるよう、３か月の利用期間が

あるので、最低でも月１回は換金できるような体制にしまして、なるべく提出いただいてから時

間をかけずに入金したいと考えてございます。 

○出口 実議長 都市整備部理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部理事 私のほうからは、事業者支援金の周知についてご説明をさせていただきま

す。 

  承認いただきましたら、速やかに実施したいと思っておりまして、広報紙岬だよりには間に合

わないかなと思いますので、各戸配付等でお知らせしたいと思っています。あと、ホームページ、

公式ＬＩＮＥのほうを利用して周知に努めたいと思っております。 

○出口 実議長 坂原正勝君。 

○坂原正勝議員 各課でそれぞれ、運用の仕方について検討しているということでした。 

  特に１番の町民全員を対象にした商品券交付ですが、事業者を募集する方法、それはどういう

ふうに考えておられますか。 

○出口 実議長 都市整備部理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部理事 ただいまのご質問にお答えします。 

  商工会と連携して、前回同様、商工会で協力店舗の申し込み受付を行っていただきまして、前

回、約１００店舗ぐらいあったんですけども、協力店舗の集約を行い、封入封緘の時期には協力

店舗のお知らせにつきましても封入してまいりたいと思っています。 

  それと別に、またホームページやＬＩＮＥ等でもお知らせできればと考えているところです。 

○出口 実議長 坂原正勝君。 

○坂原正勝議員 今、町として、せっかく必要とされる方への施策を考えて、これはすばらしい施

策だと思います。そのすばらしいせっかくの施策が、必要とされる方に情報が届かなければ意味

がないと思うのですよね。情報を届ける際に、漏れなく情報が届くようにしてほしいと思うので

す。例えば、今の商品券の事業者募集ですね。今は、商工会に参加されている事業者にという話

でした。ところが、町内には商工会に登録していない事業者も結構あるのですよね。小規模で頑



 

12 

張って経営を続けておられます。そういうところに話を聞くと、ここでも商品券が使えるように

したらいいのではないかと、そんなの全然知らなかったという話がよくあるのですよね。ですの

で、そういうところにも漏れなく届くように、町としてぜひやってほしい、きめ細やかにと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○出口 実議長 ほかに質疑は。 

 谷地泰平君。 

○谷地泰平議員 私のほうから３点、質問をさせていただきます。 

  一つは、妊婦への臨時特別給付金、こちらについてなのですけれども、対象者が令和４年３月

３１日時点で妊娠し、申請時点においても岬町に居住している方となっているのですが、先ほど

のご説明だと、妊娠届が提出されている、この日付を基に恐らく判断されるのかと思うのですが、

妊娠届というのは多分、週数だと思うのですね、書いているのが。何週目とかというところで、

３月３１日時点というところで、タイムラグが恐らく発生するということが考えられるのですけ

れども、この辺について、どういった判断をされるのかというのが１点。 

  ２点目なのですけれども、２点目は、暮らし応援商品券の交付、こちらについて、住民全員に

生活支援の給付を実施していただけるということで、非常に喜ばしい支援策かと思っているので

すが、こちら、昨年末の国からの子育て世帯の臨時特別給付金のときもそうだったのですけれど

も、やはりこういった商品券の交付というところだと、現金給付のほうが望ましいのではないか

という声がどうしてもある部分だと思うのですね。特に岬町においては、昨年、全国に先駆けて

現金給付という形を実施して、町内外からも高く英断であるという評価をされていた背景があり

ます。そんな中で、今回、現金給付ではなく商品券の交付というように、いろいろ多分、子育て

児童手当の仕組みが使えないとか、あとは町内の事業者支援とか、いろんな側面があると思うの

ですけれども、その辺を商品券交付という形に判断された理由というところの説明をお願いした

いです。 

  ３つ目が、スケートボードパークの整備事業についてですけれども、こちら、先ほどの西部長

からの説明で、青少年の方から町長宛に署名を集めて要望が提出されたとご説明いただいたので

すけれども、こういった青少年から自分の思いを形として要望されるというのは非常に喜ばしい

ことだと思うのですね。そういった意味で、ぜひ積極的に進めていただきたいと思うのですが、

もしも可能であれば、具体的にどういった内容、要望が出たのかというのと、あとは署名がどれ

ぐらいの人数集まったのか、こちらについて回答をお願いします。 

○出口 実議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 
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○松井しあわせ創造部長 １点目のご質問にお答えをさせていただきます。 

  妊婦を対象にしました給付金の支給でございますが、まず「令和４年３月３１日時点で妊娠し」

ということで、まずその時点で妊娠届がされている方を対象とし、この時点以降、タイムラグと

いうお話がありましたとおり、胎児の心拍が確認できる妊娠の５週から１２週までの間を目安と

しまして考えておりまして、６月末頃、ちょうど１２週になるのですが、届出の状況を待って、

その届出された方に３月３１日時点で妊娠の確認がとれれば、今回の支給の対象とさせていただ

こうと考えております。 

○出口 実議長 企画地方創生監、寺田武司君。 

○寺田企画地方創生監 谷地議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  商品券の配付というところで、現金給付にしない理由につきましてお答えさせていただきます。 

  まず、現金給付をしても貯蓄に回ってしまう可能性があることや、また、商品券の配付につい

ては、本町の事業者の支援、また地域経済対策という観点から消費喚起効果が高いと考えてござ

います。 

  また、令和２年度に実施しました１０万円の特別定額給付金につきましても、現金給付を基本

としておりましたが、当時は、世帯主に対して家族全員分を振り込むということを基本としての

設計でございました。当時、ＤＶ被害者に直接届かないなど、問題点も浮き彫りになったと聞い

ております。 

  また、数年経過していることで、口座情報に変更が生じている可能性があることや、また、個

人に給付することとなれば、全住民の口座情報を把握する必要があることから、給付に関する事

務手続に時間を要することから、スピード感を重視し、商品券の配付にしたところでございます。 

○出口 実議長 都市整備部理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部理事 私のほうからは、３点目の質問でありますスケートボードパークの設置要

望について、その要望内容と署名数というご質問であったかと思いますが、まず要望内容といた

しましては、５月２３日に町内の学生、高校生２人が町長室にお見えになられまして、要望書を

提出されました。 

  要望書の内容といたしましては、みさき公園跡地へスケートボードパーク設置に関する要望書

という形で、東京オリンピックの影響でスケートボードを行う若者たちが増えていて、自分たち

もその１人だということでありまして、ただ、町内にはスケートボードを安全に行える場所がな

くて、町外のほうに出ていって、安全な場所を求めて練習を行っていると。町内でしようと思う

と、どうしても路上等で練習をしなければならない状況にあって、やっているほうについても、
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そこを通行する方々、車等についても、両方にとって危険な状況にあるということで、要望者か

らは、新たなみさき公園にスケートボード場を設置してほしいということで、そうしていただく

ことで、逆に町外からも若者たちが訪れて、岬町の魅力向上につながるというようなお話をいた

だいたところであります。 

  要望時に提出された署名の数は２７５名でございました。ただ、そのときに、現在も要望者は

継続して署名を集めているということで、改めてまた提出いただければということでお話させて

いただいたところとなってございます。 

○出口 実議長 谷地泰平君。 

○谷地泰平議員 まず、妊婦への臨時特別給付金の件なのですが、先ほどのご説明だと、当然、タ

イムラグというものがあるので、届出が提出されてから大体、長くて１１週ぐらいからというと

ころで、逆算して３月３１日時点で妊娠されているかどうかというような、そういった判断とい

うような形で認識はしたのですけれども、そうなった場合に、自分が対象者かどうか。明らかに

３月３１日より前に届出を出していたら、自分は対象者というのが分かるのですけれども、先ほ

ど坂原議員もおっしゃったように、それ以降に届出された方が自分は対象者かどうかというとこ

ろ、そこがやはり迷われたりとか、あとは自分は違うのかなとか、そういった形になってしまう

懸念もあるので、その辺はきちんと支援の漏れがないように周知のほうとか、あとは結構、何週

というラグがあるので、その辺で、数日違いで対象ではないというところでトラブルとか、そう

いったことにならないように慎重に進めていただければと思います。 

  現金給付の、先ほどの商品券の件については、いろんな側面から、これから現金給付するとな

ると、やはり今まで実施したことがないし、振込先の確認とか、諸々を含めたら、時間とかコス

トが余計かかるだろうというところで、商品券という形で判断されたというのは、そこは説明で

納得できる部分ですので、引き続き進めていただければと思います。 

  最後に、スケートボードパークの件、今、ご説明いただいて、２７５名署名が集まっていると

いう形で、かなりの数を集められたなというので、こういった要望が出たというのは喜ばしいし、

ぜひそういった要望に対して応えていく必要があるかとは思うのですけれども、そうなると、や

はり町としてもきちんと整備の検討をしていって、みさき公園になるかどうかというのは置いて

おいたとしても、実際、要望された青少年の方が望む形、自分たちも活用できて、町外からも来

るような、そういったスケートボードパークにしていくということで進めてきたのですけれども、

その中で、やはり東京五輪の影響でスケートボードというのが非常に人気があり、実は、近隣市

町村などでもスケートボードパークというのがかなり建設されている背景があります。皆さんご
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存じだと思うのですが、ＳＥＮＮＡＮ ＬＯＮＧ ＰＡＲＫにも令和２年にできましたし、あと

は和歌山市にも同じく令和２年に新しいスケートボードパークができています。 

  ということで、近隣市町村に新しいスケートボードパークがある中で、どうしても、そうする

と競合してくると思うのですね。それでは、スケートボードパークの利用状況はどうなのかとい

うところが、やはり近隣市町村の二つのスケートボードパークの利用状況というところがかなり

ポイントになってくると思うのですけれども、この辺の状況というのは、何か把握されていれば

教えていただきたいです。 

○出口 実議長 都市整備部理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部理事 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

  議員おっしゃいますとおり、大阪府内にもスケートボードパークというのは各所に設置が見受

けられます。近隣では、おっしゃられましたとおり、ＳＥＮＮＡＮ ＬＯＮＧ ＰＡＲＫであり

ましたり、岸和田市にも３か所、熊取町にも１か所、そして堺市には２か所というふうに、その

ほかにも大阪府内には多数設置がございます。 

  その中で、言われておりますＳＥＮＮＡＮ ＬＯＮＧ ＰＡＲＫのほうですけども、こちらの

ほうは令和２年にオープンして、りんくう公園のほうにありますＳＥＮＮＡＮ ＬＯＮＧ ＰＡ

ＲＫスケートボードパークとして設置されておりますが、こちらのほうは、日の出から日没まで

無料で営業されておりまして、担当課のほうに連絡を入れましたところ、公園全体の部分につい

ては、委託事業者から報告を受けているんですけども、スケートボードパークとしての利用実績

は把握できていない状況だということでございました。 

  あと、和歌山市のほうでは、これは和歌山県の県営の公共施設となっていまして、わかやまス

ケートパークということで、雑賀崎のほうにあるわけなんですけども、こちらは和歌山県の教育

委員会事務局生涯学習局スポーツ課スポーツ班というところが担当課になっておりまして、お聞

きいたしましたところ、９時から１７時までの平日営業をされていまして、こちらも無料となっ

ていまして、年間で約１万５，０００人ぐらいの利用があるということですけども、こちらも利

用者数の確認方法についてお尋ねしましたところ、常駐のスタッフがいないということですので、

防犯カメラを設置しておりまして、その録画映像より大まかに計算しているというようなところ

でございました。 

  ちなみに、熊取町のほうにも確認をしましたので、ご報告させていただきますと、熊取町は永

楽ゆめの森公園内に設置しているスケートボード場となります。こちらは、熊取町の都市整備部

の道路公園課みどり公園グループの所管となっておりまして、こちらも年中無休で、基本的には
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９時から１７時まで、夏場とかは少し延長したりというのはありますけども、年中無休で無料で

やっておられまして、こちらは２０１４年のオープンになっています。平成２６年ですね。こち

らのほうは、利用者については、平成２９年度が８，２００人程度、平成３０年度が８，８００

人、令和元年度が１，１００人、令和２年度が１，２００人、令和３年度は７，７００人という

ふうになっていまして、大体１万人前後の利用があるということでございます。 

○出口 実議長 議員の皆さんにお諮りいたします。 

  あと３分少々で正午となります。このまま継続させていただいてもよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○出口 実議長 異議なしという言葉を頂きましたので、継続いたします。 

  谷地泰平君。 

○谷地泰平議員 ただいまご説明いただいたとおり、まだスケートボードの人気というのは結構あ

るので、割と利用者というところはいるのかなという中で、やはり競合して、せっかく作ったの

に岬町のほうに来てもらえないとなったら、それは要望者の方が望むことではないと思うので、

きちんと差別化を図っていって、進めていただければと思います。 

  その中で、今回、スケートボードパークの要望ですけれども、それ以外にも、例えばストリー

トバスケットのゴールを作ってほしいという声も私は聞いたことがあるので、スケートボードパ

ーク以外の複合的なものも視野に検討を進められるというのも、実際、利用者の促進を図るには

一つの可能性としてあるのかなと思うので、そういった点を踏まえて、慎重に進めていただけれ

ばと思います。 

○出口 実議長 これは要望でよろしいですか。 

  竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 私から２点ございます。 

  １点目は、コロナ対策事業の事業者支援のことでございます。 

  １事業者当たり２０万円掛ける１００事業者というように予算化されておられますが、果たし

て１００事業者で足りるのかというのが疑問でして、これの算出方法が知りたいというのが一つ

目でございます。 

  二つ目が、町民体育館のエアコンの件でございまして、これについて２点あります。 

  スケジュールですね、本日ここで可決した後に、入札を行って、実際に工事にかかる期間、や

はり台風シーズンに間に合わせていただきたいといった面もございますが、夏に行われる盆踊り

に関しましても、町民体育館の部屋を利用したり、いろいろしますので、盆踊りの開催とどのよ
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うに合わせていくのかというのが心配になっております。 

  それと、工事期間中の利用者との調整ですね、これがうまくできているのかというのが心配に

なりましたので、以上、回答をお願いします。 

○出口 実議長 都市整備部理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部理事 私のほうからは、事業者支援金の事業者数の件数の積算根拠ということで

ご質問いただいたかと思いますので、お答えさせていただきます。 

  事業者支援金、令和３年度の実績を見ますと、９６件でございました。今回の国の支援制度が、

売上減少幅など、緩和されておるところもございましたけども、予算が不足することになっては

いけませんので、前回実績を根拠にさせていただいたところでございます。 

○出口 実議長 教育委員会事務局理事、小川正純君。 

○小川教育委員会事務局理事 そうしたら、竹原議員の町民体育館の空調機のエアコン工事のスケ

ジュールにつきまして、今の時点での予定につきましてご報告させていただきます。 

  本日、ご承認を頂きましたら、７月、８月中に入札、業者選定も含めて、実施をする予定にし

ております。業者が決定した時点で、私どもで調整をさせていただいて、できるだけ早い段階で

工事の着手ということでさせていただきまして、少なくとも１月いっぱいには全ての工事を完了

すると、こういう予定でございます。 

  今現在、町民体育館をご利用されている方々がいらっしゃいますので、工事日程等々が決まり

ましたら、できるだけ早めにご連絡をさせていただいて、工事事業者に対しては、できるだけ体

育館を使用できるような環境ということで進めていきたいというふうに思っています。 

○出口 実議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 小川理事、それでは、７月、８月に入札ということは、もう盆踊りは、一つ、気

になっていたところでございまして、そこには全然関係ないということでよろしいでしょうか。 

○出口 実議長 教育委員会事務局理事、小川正純君。 

○小川教育委員会事務局理事 盆踊りにつきましても、利用団体のほうから、以前から申入れがご

ざいまして、私どもとしましては、盆踊りを開催することを前提に、業者が決定した場合でも配

慮いただくように調整していきたいというふうに思っています。 

○出口 実議長 ほかの議員さん、質疑は。 

  中原 晶君。 

○中原 晶議員 委員会付託がありませんので、この場で様々、お聞かせいただきたいと思います。 

  私も、補足説明資料に基づいてお聞きいたします。 
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  まず、初めに申し上げておきますが、国からのコロナ感染症に対応するための地方創生臨時交

付金、これは物価高騰への対応も含めて、国から交付金がやってくるということですけれども、

それに対応する形で、様々な計画を立てられたということで、私が求めてきたものが入っていた

り、入っていなかったりいろいろですけれど、とりわけ高齢者を対象にした紙おむつ等の購入費

などを見せていただいて、温かみのある町政をということを田代町長は掲げてこられて、その一

環を見たなということを感じながら、全体を前向きに評価していることをまず初めに申し上げた

いと思います。 

  それで、具体的にお尋ねいたしますが、４ページの、今、申し上げました高齢者紙おむつ等購

入助成について、まずお尋ねをいたします。 

  これは、先ほどからの質疑応答をお聞きしておりますと、申請をしていただくという形での手

続になるということでよろしいのですね。うなずいておられるので、それで確認をいたしました。 

  それで、紙おむつと衛生用品と書いているでしょう。これ、対象が何なのか。要するに、要介

護３から５の認定者であれば、紙おむつであろうが、衛生用品、幅広いですけれども、何を買っ

てもいいと。何が欲しいから１万円申請しますというのではなくて、要するに、要介護３から５

の認定を受けておられる方は、それを証明しさえすれば１万円が支給されると、そのように受け

止めていいのか、お尋ねをしたいということが一つ目であります。 

  次に、妊婦への臨時特別給付金であります。これも細やかな心配りだなと思って見せていただ

いておりました。 

  それで、この対象のことなのですが、二つ、分からないことがあるのです。 

  一つは、谷地議員からもお尋ねのあった、「今年の３月３１日時点で妊娠し」ということがあ

りながら、先ほど説明の中で、４月１日以降も対象者に個別周知というのがよく分からなくて、

これは、私は３月３１日時点で妊娠をしているという方にこだわらずに、その後、妊娠した方だ

って不安の中で、お腹の中の赤ちゃんをすくすく育てていかないといけないわけで、どうして３

月３１日時点でというようにされるのか。また、その判断も難しいですよね。妊娠届というのは、

岬町でいいますと、いわゆる保健センターに行って母子手帳をもらったと、それが妊娠届という

ことなのかと思って聞いていたのですが、そこから逆算して３月３１日でお腹に新しい命が宿っ

ていたかどうかというのを判断するという、何かあまり合理性がないように思うのですけれども、

この辺の考え方ですね。できるだけ幅広く対象を見るべきだと思うのですが、そこをお答えいた

だきたい。とりわけさきほどの説明の中で、４月１日以降の対象者というのがよく分からなくて、

その言葉からすると、４月１日以降に妊娠が判明したという方も対象になるのかと思ったのだけ
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れど、「３月３１日時点で妊娠し」、ここをもう一回、説明していただきたいと思います。 

  それから、この対象の問題でもう一つ、ご説明いただきたいというか、厳格にしておきたいと

思うのですけれども、説明の中の文書でいきますと、「令和３年度、子育て世帯への臨時特別給

付金の対象とならなかった妊婦」とあります。これからすると、令和３年度の子育て世帯への

云々というのは、１８歳以下の子ども１人当たり１０万円の給付のことかと思っているのですが、

これは、国は所得制限を設けましたよね。岬町は、さきほど谷地議員も英断というようにおっし

ゃった、一発で１０万円を出すのだと、所得制限もなくすのだと、それはすばらしかったのです

よ。この説明だと、国の範囲というのは町の範囲より狭いわけですよ。そこをどう考えているの

か。対象の絞り方といいますか、そこをきちんとしておきたいと思います。 

  ５ページの事業者支援金、これは前向きにご検討いただいて踏み出していただいたなと、今年

度についても事業者を救うという立場でご提案いただいて、事業者支援について求めてきた立場

からも喜ばしいと思って見せていただいています。 

  これも対象についてお尋ねするのですが、国の事業復活支援金の対象とならない町内の事業者

ということなのですね。これ、もし国の事業復活支援金の対象となることを事業者自身が知らな

かった、分からなかった、また、もしかしてそうかなと思ったけれども、あれは、非常に申請が

ややこしかったわけですよね。それだから、もう諦めたという人はどうなるのですかというのを

一つ、お聞きしたいと思います。 

  この制度については、判断の仕方についてもここに記載をされておりまして、非常に柔軟な、

そして分かりやすい、判断しやすい制度にされているなということは一言、評価を申し上げてお

きたいと思います。 

  それから、暮らし応援商品券ですが、これも広く住民の皆さんが喜ばれると思いますが、以前、

この手の事業のときに、町内の店舗、それは地域経済の活性化ということで結構かと思うのです

が、中小零細事業所といいますか、中小の商店のみで利用できる仕組みを取り入れられないかと

いう意見があったと思います。言っていることは分かると思うのですが、例えば、今回５，００

０円ということでありますから、２，０００円はこのお店でしか使えません、残りの３，０００

円は全体で使えますというようなことなのですけれども、そのとき出ていた意見もそうですし、

私も様々、事業者の皆さんからもお聞きしたり、商工会の方からもご意見をお聞きしましたけれ

ど、こういうものが手に入ると、大きな店舗で使われてしまう。それはいいのです。どこで使お

うが勝手なのです。だけれど、もう一つの町内の事業者を救うと、地域経済の活性化という点か

ら見るとどうなのかと。小さなお店でしか使えないという仕組みを入れたら、小さなお店でも使
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っていただける、そして大きなお店でも使っていただける、そういうことと違うのかなという意

見がありましたよね。私もそういうことは言いましたが、それは今回、検討なさらなかったのか

どうか、この機会にお聞きしておきたいということです。 

  それから、６ページのスケートボードパーク整備事業費についてもお尋ねいたします。 

  谷地議員からも、署名が提出されたという、そういった動きに対して前向きな評価、言及があ

りました。私も、そのように受け止めております。こういった動きを高校生の皆さんが中心にな

されたということは非常にいいことだと思って聞いておりました。 

  それで、一つ、資料として要望するのですが、その署名要旨そのものの写しを頂きたいという

のが一つであります。 

  それから、さきほどの答弁の中で、整備場所のことについて、委託の中で検討するとお答えに

なりました。それはどういう意味なのか。設計業務の委託をなさるのに、それと併せて、要は、

この５００万円の中に、設計と併せて整備場所、どこに作るのか、それについても、委託した業

者にそれも考えてもらうのかと疑問を抱きましてお聞きするものです。 

  それでは、署名の中で求められた要望としては、みさき公園の中に整備してほしいということ

であったとお聞きしました。ただ、先ほど来のやりとりを聞いていますと、それは率直に言って、

現時点では難しいという印象を持ちました。となりますと、署名の提出をされた方々と今後、話

し合いはなさるのかどうか。具体的にこうやって設計しようと、若い皆さんの要望に前向きに応

えていこうと、これは非常に結構なことだと思うのです。ですけれども、そうであるだけに、応

えられない部分については、納得いただけるものを進めていくほうがいいのではないかと思うの

ですが、今後、署名の提出者と設置場所等についても話し合いをしていく用意があるのかどうか

お聞きしたいということと、それからお金の算段ですね。ｔｏｔｏ助成金を財源とする計画とい

うようにありまして、申請が必要なわけですけれども、それは見通しはどうなのか。計画を立て

て、提出をされると思うのですが、その見通しはどのように考えておられるか、お聞きしておき

たいと思います。 

  それから、最後ですけれども、７ページの多目的公園の災害復旧費、これは、地滑りに伴って、

災害復旧の手当が必要だと。申請をしてお金をもらいましょうということだということは分かっ

たのですが、この地滑りとはどれのことかと思いまして、何かもう私は自分の記憶が本当に最近

不安ですけれども、いろんなことを忘れているのか、どこかの議会のタイミングで、多目的公園

地内の地滑りの実態についてお聞きしていたのかどうかがよく覚えておりませんで、この地滑り

の実態、状況、場所等について、以前、説明していただいていたら大変申し訳ないのですが、も
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う一度、お聞きしたいと思います。 

○出口 実議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 お答えをさせていただきます。 

  質問を頂きました高齢者への紙おむつ等の購入助成についてですが、コロナ禍における物価高

騰の影響を受けているのは住民の方全てだと思います。その中において、高齢者のうち、寝たき

り等で介護を必要とする方についての紙おむつ代の負担は、やはりウエートが大きいのではない

かと考え、要介護３以上の方で、紙おむつ等を購入された費用の一部を助成しようという趣旨で

行うもので、紙おむつも含めまして、手袋とか、あと消毒液、またおしり拭きなどの衛生用品も

対象として、購入の確認ができるレシート等を持ってきていただいて、１万円以上をまとめて申

請していただければ１回で済むかなと思っているのですが、申請をしていただいて確認した上で、

１万円の助成を行う考えでおります。 

  それと、妊婦への臨時特別給付金についてでございます。 

  令和４年３月３１日時点というところですが、令和３年度の子育て世帯の臨時特別給付金の対

象、基準日において１８歳以下を対象とした者で、それ以降、出生された方も対象となって、３

月３１日までに出生された方ということになっております。それを受けまして、実際には妊娠は

されているのに給付金を受けられない方のカバーということも含めまして、令和４年３月３１日

時点で妊娠されている方を今回の対象とさせていただいたところです。まずは令和４年３月３１

日時点で、妊娠届をされた方を対象とします。また、それ以降、妊娠が分かって、届出をされて

いる方におきましては、妊娠の届出をされる時期については、先ほども説明させてもらったよう

に、胎児の心拍が確認できる妊娠５週目から８週にかけて、１２週目までも含めまして、この３

か月間で妊娠届をされた方については、３月３１日時点で妊娠されていることを確認できれば、

給付の対象と考えていきたいと思っております。 

○出口 実議長 都市整備部理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部理事 私のほうからは、事業者支援のことについてお答えさせていただきます。 

  ご質問の内容は、もし国の対象となることを事業者自身が知らなかった場合に、救済的な措置

として、私どもの実施する町独自の支援の中で救済できないかといった質問だと思うんですけど

も、もしもの話であり答えにくいところもございますが、基本的に、国の対象となることを知ら

なかったということがないことが望ましいと思いますし、もしそういう方がいらっしゃった場合

には、町内事業者さんですので、心情的には救済できればなという考え方もあるかとは思うんで

すが、現在実施しようとしている事業者支援の要綱といたしましては、国制度の対象者に対する
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救済措置については触れられていないものです。 

○出口 実議長 企画地方創生監、寺田武司君。 

○寺田企画地方創生監 中原議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  暮らし応援商品券を大規模店、小規模店で利用できる商品券に分けてはどうかというご質問や

ったと思います。 

  まず、本町では、令和２年度に実施しました暮らし応援商品券、また令和３年度に実施しまし

た高齢者生活応援商品券事業につきましても、商工会のご協力を頂きながら、町内の店舗を全て

対象に実施したところでございます。 

  確かに、大規模店に流れる傾向はあると考えてございます。しかしながら、今回につきまして

も、大規模店と小規模店に分けるのではなく、公平公正な観点から個人が自由に使用できるよう

に、利用できる店舗を分けずに実施する方向で進めさせていただきたいと考えてございます。 

○出口 実議長 総務部長、西 啓介君。 

○西総務部長 私のほうからは、スケートボードパークと多目的公園の法面の災害の２点につきま

して答弁をさせていただきます。 

  まず、スケートボードパークでございますけども、質問の順番とは異なりますが、まずスケー

トボード広場の整備につきましては、スポーツ振興くじ、ｔｏｔｏの助成を受けることが可能で

ございます。令和５年度の助成の申請につきましては、１１月頃から始まるということから、そ

れに向けて計画を進めていく必要があるため、今回、補正予算として計上させていただいており

ます。 

  現時点として、具体的に整備する場所等は、先ほどの答弁のとおり、決定していないところで

ございまして、その場所、それからスケートボードについては、技術レベルによりまして、整備

する内容とか、広さとか、そういうのが大きく変わってくる施設となってまいります。そのため

には、まず基本計画を策定した上で、具体的な施設の計画を立てて設計に移るという考えでおり

ますので、今回の委託の中では、この基本計画作りも含めた対応を考えております。 

  その計画作りの中では、どういうふうな施設を作るのか、どこに作るのか、こういうふうな点

につきましては、いろいろ関係者の方からご意見を伺う必要があるというふうに考えております

ので、今回、要望いただいた青少年の方からも何らかの形でご意見を伺う場を設けていきたいな

というふうに考えてございます。 

  あと、署名の写しの提出ということですけど、署名につきましては個人情報に該当いたします

ので、ちょっと写しについては難しいのかなと思いますが、見ていただく分には可能かなと考え
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ております。その点は、個人情報の取扱いに準じて対応させていただけたらと考えてございます。 

  次に、多目的公園の災害の地滑りの状況、場所等ということでございますが、これについては、

たしか平成３０年３月の全員協議会でご説明をさせていただいた記憶がございます。平成３０年

３月か日付は定かでないんですけども、議会のほうで、こういう地滑りが発生したということを

報告をさせていただいております。 

  この地滑りについては、平成２９年の大雨によって発生したもので、多目的公園の西側の法面、

ちょうど飛行機池のある西側の法面になりますけども、そこの上部のほうが雨によって地滑りの

状態が発生しているというものでございます。 

  なお、発生している場所については、多奈川財産区の所有する法面となっておりまして、いき

いきパークみさきの都市公園の範囲となってございます。 

○出口 実議長 中原 晶君。 

○中原 晶議員 １点目の高齢者紙おむつ等購入助成については、今の説明からすると、私が思っ

ていたのと大分違うなと。別にだめとか、そういうこととは違うのですけれどね。こうなると、

結構煩雑ですね、事務もね。要するに、先に対象となる商品を買ったと。おむつや、先ほどの説

明でありますと、手袋、消毒液等、衛生用品を買ったという事実があって、それをレシートを持

って申請をするということですね。 

  それでいうと、１人当たり１万円補助というように書いているので、これは、一律１万円なの

かと私は思ったのですが、上限１万円という考え方なのかしら。その辺も詳しくお聞きしておき

たいのと、それから１人当たり１万円、そうしましたら、例えば私が５，０００円分、先に買っ

て申請しました。あと５，０００円、私には残っている。また別のときに５，０００円分買いま

した。２回申請したり、３回申請したり、いわゆる上限１万円という考え方に基づくとそうなる

のですけれども、その辺はどうするのかというのが少し疑問が出てきましたので、お答えいただ

きたいと思います。 

  それから、妊婦への臨時特別給付金なのですが、これ、何か分かりやすくいうと、４月１日以

降妊娠しても対象にならないということなのかしら。何かさきほどの説明だと、よく分からなく

て。 

  それから、もう一つ、はっきりさせていただきたいのは、令和３年度、子育て世帯への臨時特

別給付金の対象とならなかった妊婦、これが何を指すのかなのです。所得制限が加えられたもの

が国の制度です。同じ名前で、国もしているし、岬町もしているわけですよね。所得制限も外し

て、全ての１８歳以下を対象にしたというのが岬町版の子育て世帯への臨時特別給付金、これ、
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どちらを指しているのか、それが聞きたかったということが先ほどの質問だったのです。それに

ついて、お答えいただきたいと思います。 

  それから、事業者支援金、これは難しい。私は、対象は幅広くなさるべきだと、救おうという

のならというように思っているのですが、率直にいって、先ほどの答弁では判然としません。 

  それで、今回は事業者支援金の対象が、国の事業復活支援金の対象となったかどうか。対象に

なり、お金をもらっている人は、今回の町独自の分はごめんねという話ですよね。それで、今回

の復活支援金は非常に制度設計がややこしいのです。売上が下がった割合を幅広くとって、対象

も増やしたりして工夫はされているのですが、制度設計が極めて複雑です。 

  それで、事業復活支援金とここで書いている内容、判断基準、対象の考え方、これは全く異な

りますね。ですので、この事業復活支援金の対象とならないとするのであれば、要するに、事業

復活支援金を受給した方はご遠慮くださいと。もらった人。もらっていない人で、こうこう、こ

ういう、１％以上３０％未満、任意の月で比較して減ったということであれば対象ですと、そう

いうふうにすっきりするほうがいいのではないかと思うのです。というのが、これについて、も

し事業復活支援金の対象とならないということを実務上、確認をするという作業も行うとするな

らば、非常に煩雑ですよ。計算がめちゃくちゃややこしいわけですよね。過去３年分の資料を持

ってきてもらわないといけないようになるしね。だから、そんなことをしている暇があるのだっ

たら、すっきりとした対象でやっていけばどうなのかなと。要するに、国の事業復活支援金をも

らっていない人というふうにまず一つは構えて、売上としてはこうですよというようにしたほう

が分かりやすいのではないかと思います。その点について、もし今、何かお答えいただけること

があれば、お答えいただきたいと思います。 

  それから、暮らし応援商品券については、先ほどご回答をいただいて、今回、金額が５，００

０円ということでもありますので、それから迅速さということもお考えになったのかと思います

から、今後また似たような事業をなさるときは、ぜひ前向きにご検討いただきたいと要望に止め

たいと思います。 

  スケートボードパークについて、署名のことなのですが、私が見たいのは、署名の要望内容な

のです。署名の下に名前を書いているでしょう、同意する人が。そこを見たいというわけではな

いのです。要望内容を見たいということなのです。その写しであれば頂けるのではないかと思い

ますが、重ねてお答えを頂きたいと思います。 

  最後の地滑りについては、ご説明ありがとうございました。また、私もおさらいしたいと思い

ます。 
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○出口 実議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 ご質問にお答えをさせていただきます。 

  高齢者への紙おむつ等の購入助成につきましては、お一人上限１万円ということで、１回目の

申請で５，０００円、２回目の申請で５，０００円、１万円が上限ということで、それで申請が

終わりになります。ただ、２回申請する必要がありますので、協力をしていただけるのであれば、

１万円の領収書がまとまった時点で申請をしていただけるよう、周知していきたいと思っており

ます。 

  あと、妊婦への臨時特別給付金についてでございます。令和３年度の子育て世帯への臨時特別

給付金、岬町におきましては所得制限を撤廃して、１８歳以下の全ての子どもが対象になりまし

た。 

  今回、令和４年３月３１日までにお生まれになった方が対象ということですので、４月以降に

お生まれになった方は対象外です。ただ、その時点で妊娠届をされている方については、国の子

育て世帯への臨時特別給付金の対象とならなかったため、３月３１日時点で妊娠届を出されてい

る方を対象にという考え方で行いたいと思っています。ただ、そのときに妊娠しているのが分か

らなくて、４月以降に妊娠が分かって届出された方においても、届出がされる時期については、

妊娠５週目から８週目ないし遅くとも１２週目ぐらいまでには届出がされるということで、この

４月以降６月末までの届出を確認させていただいて、令和４年３月３１日時点で妊娠されている

と確認がとれれば、対象としたいということでの内容となっております。 

○出口 実議長 都市整備部理事、吉田一誠君。 

○吉田都市整備部理事 私のほうからは、事業者支援のことをお答えします。この事業につきまし

ては、手続きに精通した岬町商工会さんと連携しての実施を考えておりますので、ただ今頂いた

意見も参考にしながら、協議をして、制度設計をして、実施して参りたいと思っております。 

○出口 実議長 総務部長、西 啓介君。 

○西総務部長 スケートボードパークの署名の件ですけども、署名以外の要望内容の公表について

は何ら問題はございません。 

  それと、先ほどのｔｏｔｏの助成のところで申し述べ忘れたんですけども、ｔｏｔｏの助成に

ついては対象経費の３分の２が対象になっておりまして、上限額が２，０００万円となってござ

います。参考までに補足させていただきます。 

○出口 実議長 中原 晶君。 

○中原 晶議員 １点目の高齢者紙おむつ等購入助成事業について、重ねてお尋ねします。 
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  これは、レシート等を持っていけばということですが、いつからいつまでの期間のレシートで

あれば有効であるというように制度設計されているか、お聞きしておきたいと思います。 

○出口 実議長 しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 お答えをさせていただきます。 

  具体的な制度設計につきましては、これから検討していくところではございますが、まずは本

日議決いただければ、７月１日付で基準日とさせていただいて、あと周知等をさせていただく中

で、８月から申請の受付をさせていただきたいと思っています。その時点で領収証が提示できる

のであれば、基準日以降での購入ということで、申請の受付をさせていただきたいと。 

  この制度につきましては、年度内に終了させていただく予定をしておりますので、申請につき

ましては、２月末までの申請で、残り１か月で助成をさせていただく期間を設けていきたいと思

っております。 

○出口 実議長 ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○出口 実議長 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

  中原 晶君、反対、賛成、どちらですか。 

○中原 晶議員 賛成です。 

○出口 実議長 反対の方はございませんか。 

  中原 晶君。 

○中原 晶議員 議案第３８号、令和４年度岬町一般会計補正予算（第４次）について、賛同する

立場から討論を行い、意見を申し上げておきたいと思います。 

  先ほど様々、お聞かせいただきました。答弁いただく中で、岬町としては、限られた国からの

交付金を大いに活用して、どこに困っている人がいるのか、どういう状況で困っているのかとい

ったこと、ご高齢の方であれば、年金も削減されているという状況もありますし、また不公平が

出ないように、国の制度があるけれども、そこからその対象にはならなかった、だけど困ってい

るという、その隙間を埋めるというのかな、そういうこともよく知恵を絞って、制度については

ご検討なさっているということがよく分かりました。ですが、同時に、そういう努力をしても、

恐らくある意味での不公平感が残らざるを得ないものも中にはあるのではなかろうかと思います

ので、制度設計、細かい運用については今後ということも中にはあるようですので、できるだけ
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対象を幅広く、救済できる方を一人でも多くということを前向きにお考えいただきたいと要望し

たいと思います。 

  様々知恵を絞って、新たな今年度のコロナ対策を打ち出されたことは前向きに評価をしたいと

思いますし、スケートボードパークの整備についても、非常に楽しみな事業であると思って聞か

せていただきました。 

  今後の実務はいろいろ大変だと思いますけれども、ぜひ前向きに、そして皆さん、お体には十

分お気を付けいただいて、事務を進めていただきたいと思います。 

○出口 実議長 反対、賛成の討論の方。 

 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 賛成です。 

  議案第３８号、補正予算（第４次）について、賛成のところで討論させていただきます。 

  本日、朝から新聞を見ていますと、岬町が載っておりましたので、何かと見ると、この補正予

算の妊婦への１０万円支給ということで挙がっておりました。子育てに優しい町だということを

ほかの市町からも注目されているし、それを可決することによって、しっかりと実行していくと

いった面もございます。いいことをどんどん進めていっていただいているといった感があります。 

  そして、別件としまして、質疑もさせていただきましたが、体育館のエアコン工事、ここも早

くしていただきたいと思うところで、しっかりと配慮もしていただいているということが確認さ

れました。ぜひよろしくお願いいたします。 

  また、質疑はしませんでしたが、スケートボードの件に関しましても、町内の子どもたち、青

少年が何とすばらしい動きをしているのかということで、私は署名のことに関しても知っていま

したが、オリンピックを目指して、これからも進んでいってくれるのではないかと、頼もしい人

材がございます。それを応援する意味でも、しっかりと補助金を取っていただいて、それの設計

のための予算でございますから、しっかりと賛成させていただきたいと思います。 

 ○出口 実議長 ほかに討論は。 

  坂原正勝君、反対ですか、賛成ですか。 

○坂原正勝議員 賛成です。 

  私も、賛成の立場から討論に加わります。 

  今回の補正予算につきましては、国からの地方創生特別交付金と、その使い道として、住民の

様々な細やかな点に配慮しまして、交付金の使い道を施策として取り上げてくれました。 

  私も、この４月に新年度になってから、国で地方創生臨時交付金が決まった時点で、町長に対
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して、公明党岬支部として要望書を上げさせていただきました。それなんかも織り込んでいただ

きました。 

  ただ、今日、私は、賛成討論ですから、この後、この予算について賛成させていただきます。

予算について、責任をもって賛成させていただくので、その予算は必ず使い切っていただきたい。

これは住民のための、また事業者のための予算でありますから、残らず使っていただきたい。そ

ういう意味においても、漏らさず、対象の方には必ず情報が伝わるように、それだけお願いして、

賛成討論といたします。 

○出口 実議長 ほかに討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○出口 実議長 これで討論を終わります。 

  これより議案第３８号、「令和４年度岬町一般質問補正予算（第４次）について」を起立によ

り採決いたします。 

  本件は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立全員） 

○出口 実議長 起立満場一致であります。 

  よって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

  以上をもって今期定例会の会議に付されて事件は全て終了しました。 

  以上で本日の会議を閉じます。 

  これをもって、令和４年第２回岬町議会定例会を閉会いたします。慎重審議、ありがとうござ

いました。 

（午後０時４８分 閉会）  
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